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様式第６号（第４条関係）

0000005397

児童手当　現況届
茨木市長

⑬所得の状況

70,000 円

（上欄と異なる場合に記入してください）

有 ・ 無
⑤配偶者
の有無

〒567-8505

茨木市駅前三丁目8-13

茨木　花子

ｲﾊﾞﾗｷ ﾊﾅｺ

合計金額

※
同

※
父

※
未

※
同

※
父

※
未

※
同

※
父

※
未

※
同

※
父

※
未

※
3
未

※
左記
以外

茨木　二郎

茨木　三郎

茨木　四郎

子

⑫請求者の加入している
公的年金制度の種別

ア．厚生年金保険　　　　　　　　　　　イ．国民年金
※以下の共済組合の組合員である場合は　ウ．その他（　    　）
括弧内に○を記入してください。
 （  ）私立学校教職員共済
 （  ）国家公務員共済
 （  ）地方公務員等共済

令和 6 年分所得額

円
（請求者）

茨木　太郎
②職業

③
性別

昭和55年4月4日
④

生年
月日

男

子

子

H19.4.2

H30.10.1

⑩　児童の兄姉等
（18歳に達する日以後
の最初の３月31日を
経過した後22歳に

達する日以後の最初
の3月31日までの間

にある者）

氏名 続柄

生年月

日

監護
相当
の

有無

生計費

負担
の

有無

手当月額

有
・

 無 10,000

30,000

30,000

有
 ・
 無

有
 ・
 無

有
 ・
 無

有
 ・
 無

高槻市●
●町▼▼
番

同一
・

維持

同一
・

維持

同一
・

維持

同一
・

維持

同
・
別

同
・
別

同
・
別

同
・
別

子 H15.10.1

（配偶者）

円

⑪　児　童

氏名 続柄

R4.10.1

有
・

 無

有
・

 無

有
・

 無

配偶

者等

⑦（ふりがな）

氏名

⑨住所
（⑥と異なる場合）

⑧職業
　ア．被用者
　イ．公務員（勤務先：　　　　　　　　）
　ウ．被用者等でない者

本年１月１日
時点の住所

（左欄と異なる場合に記入してください）

受

給

者

⑥住所
（法人の主たる事
務所の所在地）

本年１月１日
時点の住所

　ア．被用者
　イ．公務員
　ウ．被用者等でない者

①（ふりがな）

氏名
（法人名等）

ｲﾊﾞﾗｷ  ﾀﾛｳ

※受付確認年月日

令和　　・　　・

生年月

日

監護
の

有無

生計
関係

同居
・

別居
の別

※児童と
の関係

※3子
以降

提出年月日

令和　　・　　・

海外留学をし
ている場合の

出国年月

住所
（別居の場合）

算定対象に
〇印

高槻市●●町▼▼番

同居
・

別居
の別

海外留学をし
ている場合の

出国年月

有
 ・
 無

有
 ・
 無

茨木　一郎

[注意]

⑩児童の兄姉等との「監護相当関係の有無」「生

計費負担の有無」がいずれも「有」の場合は、本請

求書と併せて「監護相当・生計費の負担について

の確認書」をご提出ください。

（⑩児童の兄姉等と⑪児童の合計人数が3人以上

の場合に限る。）

記入不要

記入不要

記入不要

記入例

「⑫請求者の加入している公的年金制度の種別」について

登録済みの内容から変更がある場合は、二重線で取り消しの上、

正しい区分に○を付けてください。

※勤務先で健康保険組合に加入している場合は、厚生年金保険

となります。また、勤務先にて、共済組合に加入している場合は、

私立学校共済・国家公務員共済・地方公務員等共済のいずれか

に分類されます。

「職業」について

会社員等の方は「ア.被用者」に、自営業やパート・アルバイトの方は

「ウ.被用者等でない者」になります。

登録済みの内容から変更があった場合は、二重線で取り消しの上、

正しい区分に○を付けてください。

※職業が公務員（独立行政法人を除く）に変更になった場合、児童手

当の支給元が変更になる可能性があります。公務員（独立行政法人

を除く）になられた場合は、こども政策課までご連絡ください。

「⑩児童の兄弟等」について

大学生年代（18～22歳まで）の児童について、監護

（監督・保護）し、生計費を負担をしていると申請いた

だいている場合、対象の児童が記載されています。

大学生年代の児童を監護・生計費負担しているにも

かかわらず、対象児童の記載がない場合は、別途手

続きが必要です。こども政策課までご連絡ください。

「生計関係」について

請求者が児童の父または母の場合は「同一」、そ

の他（養育者等）の場合は「維持」になります。

請求者と児童の住所が異なる場合は、

児童の住所を記載してください。
※児童手当の制度上、実態は児童と同

居していても、住民票上の住所が異なる

場合には、別居しているという扱いになり

ます。
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て
い

る
年
金
保
険

「⑨住所」について

配偶者等の住所が受給者の住所と異なる場合は、配偶

者等の住所を記入してください。

「職業」について

会社員等の方は「ア.被用者」に、自営業やパート・アルバイ

トの方は「ウ.被用者等でない者」になります。

登録済みの内容から変更がある場合は、二重線で取り消し

の上、正しい区分に○を付けてください。

※配偶者等が公務員の場合は、勤務先もご記入ください。

大学生年代（18～22歳まで）の児童について、監護

（監督・保護）や生計費負担の「有・無」に変更がない

か確認してください。

監護（監督・保護）・生計費負担が「無」になる場合は、

児童手当の支給額が変更になるため、別途手続き

が必要です。こども政策課までご連絡ください。

「監護の有無」について

監護とは「監督・保護」の略称です。

記載されている児童について、監護が「無」になる場合は、

児童手当の支給額が変更になるため、別途手続きが必

要です。こども政策課までご連絡ください。

記載内容に変更がない場合でも現況届の提出が必要です！


